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01. さぽーとほっと基金とは 

さぽーとほっと基金は、市民や企業のみなさまからの寄付を札幌市が募り、町内会・ボランティア団体・

ＮＰＯ法人などが行うまちづくり活動に助成することで、札幌のまちづくり活動を支える制度です。 

 

02. さぽーとほっと基金活用の流れ 

さぽーとほっと基金の助成を活用するステップは、以下のとおりです。 

 

step１　団体登録をする（初回のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→P2 

●​ 分野指定助成、テーマ指定助成、団体指定助成を受けるには、団体登録が必要です。 

●​ スタートアップ助成は、団体登録がなくても申請できます。 

 

step２　助成金の交付申請をする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→P6 

 

分野指定助成・テーマ指定助成 

スタートアップ助成 

●​ 年１～２回募集​
前期：１月中旬～２月中旬​
後期：５月中旬～６月中旬 

団体指定助成 

（団体指定寄附があった場合） 

●​ 随時受付​
事業を開始する２～３か月前の１日まで申

請が必要です。​
（例）４月事業開始→２月1日締切 

 

step３　審査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→P19 

 

分野指定助成・テーマ指定助成 

スタートアップ助成 

●​ 公開プレゼンテーション審査​
　又は 

●​ 書面審査​
助成の種類や助成申請額に応じて異なり

ます。 

団体指定助成 

 

●​ 書面審査​
審査委員から質問があった場合、回答い

ただきます。 

 

 

step４　事業を実施する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→P23 

 

 

step５　事業報告をする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→P24 
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03. 団体登録制度 

1　団体登録制度の目的 

市民まちづくり活動について広く市民に情報発信し、市民まちづくり活動への理解を深めてもらうとと

もに、活動への寄付等による協力を促進することにより、寄付文化の醸成及びまちづくりの発展につなげ

ます。 

 

2　団体登録の要件 

登録を行うことができる団体は、以下のすべての要件を満たす団体です。（札幌市市民まちづくり活動

促進基金団体登録要綱（以下「登録要綱」という。）第２条） 

(1)​ 市民まちづくり活動※１を行うことを主たる目的とする団体若しくは連合的な組織であること。 

(2)​ 主たる事務所若しくは本拠が市内にあること。 

(3)​ 市民まちづくり活動を行う区域が主に市内にあること。 

(4)​ 継続して１年以上の活動実績があること。（ただし、連合的な組織を除く。） 

(5)​ 構成員が１０人以上であること。（ただし、札幌市から住民組織助成金の交付を受けている町内

会及び自治会を除く。） 

(6)​ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員又は

その構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統制の下にある団体でないこと。 

(7)​ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条及び第

８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。 

(8)​ 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的とする団体でないこと。 

(9)​ 法令等（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律（平成18年法律第48号）及び労働者協同組合法（令和２年法律第78号）を除く。）を根

拠に組織化されている団体でないこと。ただし、地域社会の発展に寄与することを主たる目的と

し、地域住民組織と一体となって活動を行う団体については、この限りでない。 

(10)​ その他市長が適当でないと判断した団体※２でないこと。 

 

※1​市民まちづくり活動とは、札幌市市民まちづくり活動促進条例（以下「条例」という。）第２条に定める、「市民

が営利を目的とせず、市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人等又は個人

により自発的に行う公益的な活動」をいいます。 

※2​国、北海道、札幌市等の行政機関と一体となって事業を実施している団体を指します。 
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3　団体登録の申請書類 

① 札幌市から住民組織助成金の交付を受けている町内会及び自治会 

② 札幌市が所轄庁であるＮＰＯ法人であって、特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書

等を提出している団体 

③ ①・②以外の団体 

●：必須 

必要書類 ① ② ③ 

(1) 札幌市市民まちづくり活動促進基金登録申請書（様式１） ● ● ● 

(2) 団体概要書（様式2） ● ● ● 

(3) 直近の事業報告書 ● － ● 

(4) 直近の収支決算書 ● － ● 

(5) 定款、規約、会則、設立趣意書、その他団体の目的・活動方針

等が記載されているもの 
● － ● 

(6) 申請時における10名以上の構成員の名簿​
　（氏名、住所が記載されているもの） 

－ － ● 

(７) 以下のうちのいずれか 

●​ 直近の総会、会議、会合、集会、打合せの資料 

●​ 団体のチラシ・パンフレット類 

●​ 活動の実績を示す写真等 

● ● ● 

(８) 団体代表者の本人確認書類の写し​
　（氏名、住所及び生年月日が記載されているもの） 

－ － ● 

 

 

4　団体登録の申請方法等 

団体登録は随時受け付けています。以下のいずれかの方法でご提出ください。 

●​ Eメール（推奨）：申請書等のデータを送信してください。 

●​ 郵送：下記の宛先までお送りください。 

●​ 窓口持参：市役所本庁舎13階まで直接お持ちください。 

 

提出先 

札幌市 市民文化局 市民自治推進室 市民自治推進課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目（市役所本庁舎13階 南側） 

電話：011-211-2964　Eメール：shimin-support@city.sapporo.jp 

ホームページ：https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/index.html 
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5　団体登録の決定 

札幌市が登録の可否を判断し、登録の決定をします。 

●​ 審査期間：登録書類の提出から決定まで、概ね1か月を要します。 

●​ 決定後のお知らせ：当該団体に対して通知でお知らせします。あわせて、提出された「団体概要

書（様式2）」を市ホームページ等で公表します。 

⚠️ 注意 

●​ 助成金の申請について​
　団体登録の決定は、助成金の交付を約束するものではありません。助成を受けるには、別途

「助成金交付申請」を行い、市民まちづくり活動促進テーブル※（以下「促進テーブル」という。）

の審査を経る必要があります。​
※　促進テーブルの詳細は P.19 を参照してください。 

●​ 登録内容の変更​
　団体の名称、事務所の所在地、連絡先など、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに「団

体登録変更届（様式5）」を提出してください。 

 

 

6　団体登録に係る調査 

登録申請時にご提出いただいた書類を審査した結果、不明な点等について聞き取り調査を行うほか、

現地訪問調査を行うこともありますので、ご協力をお願いします。 

 
 

7　団体登録の抹消 

以下のような事由が生じた場合など、登録団体として適格性を喪失したと認められるときは、登録を抹

消することがあります。 

(1)​ 登録要件（P.2「２　団体登録の要件」）を喪失したとき 

(2)​ 偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき 

(3)​ 登録内容の変更が生じ、市から必要書類の提出を求められても、これに提出に応じないとき 

(4)​ 札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付要綱（以下「交付要綱」という。）の規定に反したとき 

(5)​ 登録団体から登録抹消の申し出があったとき 

(6)​ 限定登録の登録期間が終了したとき 

(7)​ 市が所轄庁である特定非営利活動法人であって、法人の解散や認証の取り消しが行われたとき 

(8)​ 登録決定の日の属する会計年度の翌年度から起算して２年度の間、助成金交付申請を行わな

かったとき 

(9)​ 助成金の交付決定又は不交付決定の日の属する会計年度の翌年度から起算して２年度の間、

助成金交付申請を行わなかったとき 

 

※​ 登録を抹消された団体であっても、登録要件を満たす団体については、いつでも再度、登録

の申請を行うことができます。 
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【⑻・⑼における、団体登録継続・抹消と助成金交付申請の関係イメージ】 

団体 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

団体Ａ 

２年に１度 

助成申請 

助成申請 
⭕
 

 
助成申請 
⭕

 
 登録継続 

団体Ｂ 

２年間 

助成申請なし 

助成申請 
⭕

 
  

登録抹消 
❌

 
 

団体Ｃ 

団体登録後 

助成申請 

団体登録 
□  

助成申請 
⭕

 
 登録継続 

団体Ｄ 

団体登録後 

２年間 

助成申請なし 

団体登録 
□ 

  
登録抹消 
❌

 
 

 

 

8　登録団体へのお願い 

登録団体は、基金、寄付の募集、団体が行う活動内容の紹介などに関する広報活動を自ら積極的に行

うようご協力をお願いします。 

また、寄付申出者から団体の活動内容等に関する問い合わせがあった場合には、誠実に対応していた

だきますようお願いします。 
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04. 助成制度の概要 

1　助成金の原資となる寄附金 

さぽーとほっと基金による助成は、寄付金を原資として行う制度のため、寄付が一定程度集まった時点

で助成金額の枠や内容について決定します。また、寄付者は、寄付の活用先として、団体、分野等を指定

することができます。（特に指定せず寄付することもできます。） 

寄付金は、促進テーブルの審査を経て、市が助成先及び助成金額を決定します。 

なお、団体指定寄付では、ご希望いただいた活用先につきましては、審査に当たり最大限尊重させてい

ただきますが、必ずしも希望どおりに助成できるものではありません。（ご希望に添えなかった場合も、寄

付金を返還することはできません。） 

 

2　助成対象事業 

(1) 助成事業の要件 

助成対象となる事業は以下の要件をすべて満たす事業です。 

●​ 営利を目的としない公益的な事業であること 

●​ 地域社会の発展に資すると認められる事業であること 

●​ 札幌市民を対象とした事業であること 

●​ 親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと 

●​ 当該事業が当該年度内において、札幌市の他の助成等を受けている、又は、受けることが決定し

ている事業でないこと※１ 

●​ 既に終了した事業でないこと(事業開始前の事業が対象です)※２ 

 

※1​当基金からの事業助成を受けることで、札幌市の他の団体助成等を受けることができなくなる場合（例．札

幌市地域福祉振興助成金など）もありますので、札幌市の複数の助成等制度の活用を考えている団体につ

いては、当基金からの事業助成との重複が可能かどうかを担当部局へご確認ください。 

※2​申請事業は必ずしも新規事業である必要はありません。 

 

(2) 助成対象外事業 

次のような事業は助成の対象となりません。 

●​ 寄付や募金を主な支援内容とする事業 

●​ この助成金をそのまま市民及び団体等に給付する事業 

●​ 物品や備品の購入を主な目的とする事業 

 

6 



3　助成の種類 

助成には、以下の４種類があります。 

(1) スタートアップ助成 

新規に設立した団体等のまちづくり活動のスタートを応援します。 

項目 内容 

対象団体 

次の要件をすべて満たす団体 

(1)​ 市民まちづくり活動を市民まちづくり活動※１を行うことを主たる目的とする団体若

しくは連合的な組織であること。 

(2)​ 主たる事務所若しくは本拠が市内にあること。 

(3)​ 市民まちづくり活動を行う区域が主に市内にあること。 

(4)​ 設立から３年未満であること。（ただし、やむを得ない事由があると認められる場

合はこの限りではない。） 

(5)​ 構成員が５人以上であること。 

(6)​ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団若しくはその構成員（暴

力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない

者を含む。）の統制の下にある団体でないこと。 

(7)​ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147

号）第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制

の下にある団体でないこと。 

(8)​ 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的とする団体でないこ

と。 

(9)​ 法令等（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）、一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）及び労働者協同組合法（令和

２年法律第78号）を除く。）を根拠に組織化されている団体でないこと。ただし、

地域社会の発展に寄与することを主たる目的とし、地域住民組織と一体となって

活動を行う団体については、この限りでない。 

(10)​その他市長が適当でないと判断した団体※２でないこと。 

(11)​　過去に分野指定助成又はテーマ指定助成を受けたことがある団体でないこと。 

※1​市民まちづくり活動とは、札幌市市民まちづくり活動促進条例（以下「条例」という。）第２

条に定める、「市民が営利を目的とせず、市内において町内会、自治会、ボランティア団

体、特定非営利活動法人等又は個人により自発的に行う公益的な活動」をいいます。 

※2​国、北海道、札幌市等の行政機関と一体となって事業を実施している団体を指します。 

対象事業 ●​ 助成対象事業の要件をすべて満たす事業 

期間 
●​ 募集期間　［前期］１月中旬～２月中旬 ／ ［後期］５月中旬～６月中旬 

●​ 助成対象事業期間　［前期］5月～1月末 ／ ［後期］9月～3月15日 

助成金額 ●​ 最大10万円（助成対象事業費総額の10割） 

助成回数 

●​ 同一団体に対する助成は、最長で連続する３年までとする 

●​ ただし、助成に係る審査は１年度ごとに行う（必ずしも３年間助成を受けられるもので

はない） 
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(2) 分野指定助成 

４つの活動分野のまちづくり活動を支援します。 

①　保健、医療、福祉の増進 

②　まちづくりの推進 

まちづくりの推進・環境の保全・社会教育の推進・農山漁村又は中山間地域の振興・災害救援・地域安全・人権擁護、

平和の推進・男女共同参画社会形成の促進・情報化社会の発展・消費者の保護・①～④の活動を行う団体の運営又は

活動に関する連絡、助言又は援助の活動）の分野を統合した総称 

③　文化・スポーツ・観光・経済等の振興 

学術、文化、芸術、スポーツの振興・観光の振興・国際協力・科学技術の振興・経済活動の活性化・職業能力開発、雇用

機会拡充の分野を統合した総称 

 

④　子どもの健全育成 

項目 内容 

対象団体 ●​ さぽーとほっと基金の登録団体 

助成事業 ●​ 助成対象事業の要件をすべて満たす事業 

期間 
●​ 募集期間　［前期］１月中旬～２月中旬 ／ ［後期］５月中旬～６月中旬 

●​ 助成対象事業期間　［前期］5月～1月末 ／ ［後期］9月～3月15日 

助成金額 

●​ 助成対象事業費総額1,000,001円以下：最大50万円（助成対象事業費総額の８

割） 

●​ 助成対象事業費総額1,000,002円以上：最大100万円（助成対象事業費総額の５

割） 

助成回数 

●​ 同一団体に対する助成は、原則３回まで※１とします。 

●​ ４回目以降※２は、審査結果の評点が120点以上で、助成が受けられます。 

※1​　助成回数は、令和７年度以降の分野指定助成の回数をいいます。令和６年度までの助

成の回数はカウントしません。 

※2​　同一団体同一事業３回までという助成回数の制限は撤廃しました。同一事業であって

も、４回目以降も助成を受けることができます。 

 

（例） 令和５年度から毎年、分野指定助成を受けている場合 

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

カウントしない １回目 ２回目 ３回目 ４回目 

60点以上 

で助成対象 

75点以上 

で助成対象 

120点以上 

で助成対象 

旧基準（120点満点） 新基準（150点満点） 
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(3) テーマ指定助成 

●​ 促進テーブルの協議等で決まったテーマに関するまちづくり活動を支援します。 

●​ 現在のテーマは「ユニバーサル（共生）・ウェルネス（健康）・スマート（快適・先端）」です。 

●​ テーマは、促進テーブルの協議等により変更となる場合があります。詳しくは、募集要項をご確認

ください。 

項目 内容 

対象団体 ●​ さぽーとほっと基金の登録団体 

助成事業 ●​ テーマの分野の支援となり、かつ、助成対象事業の要件をすべて満たす事業 

期間 
●​ 募集期間　［前期］１月中旬～２月中旬 ／ ［後期］５月中旬～６月中旬 

●​ 助成対象事業期間　［前期］5月～1月末 ／ ［後期］9月～3月15日 

助成金額 ●​ 最大200万円（助成対象事業費総額の10割） 

助成回数 ●​ 同一団体に対する助成は、同一テーマ１回までとする 

※　促進テーブルの協議等により、テーマは変更となる場合があります。 

 

(4) 団体指定助成 

ア　助成の内容 

●​ 団体指定寄付のあった登録団体が行うまちづくり活動を支援します。 

項目 内容 

対象団体 ●​ 団体指定寄付を受けた、さぽーとほっと基金の登録団体 

助成事業 ●​ 助成対象事業の要件をすべて満たす事業 

期間 ●​ 4月～３月 

助成金額 ●​ 団体指定寄付の残高の範囲（助成対象事業費総額の10割） 

助成回数 

●​ 一つの事業につき、助成は同一年度に１回までとします 

●​ 複数の助成を重複して受けることはできません 

　　　NG　【Ａ事業】　団体指定助成　＋　分野指定助成 

　　　NG　【B事業】　団体指定助成　＋　テーマ指定助成 

　　　NG　【C事業】　団体指定助成　＋　団体指定助成 

 

※　複数の事業を実施する場合、事業ごとに別の助成を受けることはできます。 

　　　ＯＫ　【D事業】　団体指定助成　＋　【E事業】　団体指定助成 

　　　ＯＫ　【F事業】　団体指定助成　＋　【G事業】　分野指定助成 
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イ　団体指定寄付の取扱い 

●​ 団体指定寄付があった場合、市民自治推進課から速やかに当該団体にお知らせします。 

●​ 寄付を受けた団体は、事業を計画し、団体指定助成の申請を行ってください。 

📌 重要：長期間活用のない団体指定寄付の取扱いについて 

　団体指定寄付の残高がある登録団体が、以下のいずれかに該当する場合には、団体指定寄付金

を、指定なし寄付へ振り替えます。 

(1)​ 登録団体が、登録を抹消された場合 

(2)​ 登録団体から、振替の申出があった場合※１ 

(3)​ 登録団体が、団体指定助成の助成申請を、最後に団体指定寄付があった日の属する会計年

度の翌年度から起算して年度の間、を受けた年度から３年度のうちに、団体指定助成申請を

行わなかった場合※２ 

(4)​ 登録団体が、団体指定助成の助成申請を、最後に団体指定助成にかかる交付又は不交付の

決定があった日の属する会計年度の翌年度から起算して２年度の間、行わなかった場合※２ 

※1​「さぽーとほっと基金　団体指定寄付を指定なし寄付へ振り替えることに関する同意書」を提出していた

だきます。 

※2​該当団体には、事前に「さぽーとほっと基金に係る団体指定寄付残額のお知らせ」にて通知します。団体

から、団体指定寄付の活用内容や次期等について、具体的な提示がなされた場合は、振替を行わない

場合があります。 

​
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4　助成対象経費 

●​ 交付決定後は、事業の実施に不可欠であると認められる場合を除き、原則として、項目間の流用

を行うことができません。 

●​ 助成対象経費は、助成対象事業期間のうち、事業計画書に記載した事業期間に発生し支払った

経費に限ります。ただし、「5　助成金の交付決定前にやむを得ず支払われた経費」として届出した

場合、助成対象経費として認められる場合があります。 

●​ 交付決定をした経費でも助成対象外経費に当たる経費については、助成の対象とすることはでき

ませんので、ご注意ください。 

 

項　目 経費の内容 

報償費 講師・指導者、ボランティアへの謝礼、記念品など奨励的経費等 

役務費 通信費（切手代等）、運搬費、広告料、手数料、委託費、保険料等 

使用料・賃借料 会場使用料（付帯設備使用料を含む）、会場設営費、車両等の賃借料等 

備品費・消耗品費 
材料費、印刷費（チラシ・ポスター等の印刷費）、一部事業に関する食材費

等 

旅費 交通費（航空運賃、鉄道運賃等）、宿泊費（食事等に係る料金は含まず）等 

人件費 

（テーマ指定助成のみ） 

団体で雇用しているスタッフへ支払う給与（当該助成事業に従事したこと

が証明できる期間に限る） 

その他 その他事業に伴い必要な経費 

 

 

5　助成金の交付決定前にやむを得ず支払われた経費 

やむを得ず助成金の交付決定前に支払うことが必要と判断される以下の経費については、助成申請

時に「助成金決定前における対象経費届出書（様式３－特）」を届出することにより、助成対象経費として

認められる場合があります。なお、届出をする経費は「収支計画書（様式３）」にも記載が必要です。 

(1) 届出の対象となる期間 

●​ 助成金交付決定日を起算日として１年前まで 

 

(2) 届出の対象となる経費 

●​ 講師等に対する費用弁償（報償費、旅費） 

●​ ボランティア等の保険料 

●​ 使用料及び借上料 

●​ 事業を事前に周知するために必要なチラシ等の印刷費 

●​ その他、特に市長が必要と認める経費 
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6　助成対象外経費 

次のような団体の維持運営に伴う経常経費等は助成対象外です。 

●​ 事務所や活動拠点の家賃、光熱水費、スタッフへの給与等、団体の経常的な運営に係る経費 

●​ 飲食費（一部事業に関する食材費を除く）  

●​ 建設費（改修、改築に要する費用等を含む）  

●​ 日常的な事務作業のため使用する文房具類の購入費 

●​ 団体内部の会議などで使用する図書や各種用品の購入費 

●​ その他、市長が適当でないと認める経費 
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7　助成対象経費の留意事項・上限額等 

助成対象経費については、この表の他、「さぽーとほっと基金助成に関するよくある質問」の「3　助成対

象経費」もご覧ください。 

 

項　目 詳細 留意事項 上限金額 

全事項 

共通  

共通 

助成団体が支払う経費であること 

【報告時】　領収書は以下の項目を満たしていること 

取引日：事業期間内であること 

宛名：助成団体名であること 

金額：金額の訂正は不可 

ただし書き：何に対して支払ったのか具体的に記載されていること 

発行者名：個人の場合は、住所・氏名・受領印またはサインがあること（自署の

場合は受領印は不要） 

－ 

事業の趣旨、目的に沿わない経費、積算根拠が不明な経費 

左記は全て 

全額助成対象外 「事業計画書（様式２）」の事業期間外に支払われた経費（「助成金決定前にお

ける対象経費届出書（様式３-特）」を提出して認められた経費を除く） 

立替払い 

構成員名義のクレジットカード等での支払いなど、立替払いを行った場合、事

業期間内に精算（団体から立て替え払い者（構成員等）への「物品等の立て替

えた代金」の支払い）をしていること。 

－  

報償費 

講師等謝礼 

講師・指導者等については、選定理由を申請書に明記すること － 

 大学教員 12,000円/時 

 コンサルタント（研修の講師を主たる職業とする場合等をいう） 20,000円/時 

 官公庁職員   8,000円/時 

 学識経験者 15,000円/時 

 民間企業（「コンサルタント」に該当する場合を除く） 12,000円/時 

 その他 10,000円/時 

 上記の区分に関わらず、その実績が特に評価され著名である者 50,000円/時 

ボランティア 

謝礼 

申請事業の実施にあたり、必要な準備・運営等に伴うものに限る。 

※​ 医師、看護師等、特定の免許や資格を有する者の従事が必要である場

合等、特別な事情がある場合は、上限金額を超える謝礼の支払いを認

める場合がある。 

【申請時】　上限金額を超えるボランティア謝礼を支払う場合は、理由を申請

書に明記すること 

1,250円/時※ 

（10,000円/日） 

雇用契約等に基づき、団体の維持運営に伴う経常経費とされる人件費（職員

の給与等） 

左記は全て 

全額助成対象外 

借用謝礼 

レンタル・リース業を業とする事業者※以外の者（例：団体の構成員、個人、専

門外の法人等）から、会場や車両等を借用する場合の謝礼 

※​ レンタル・リース業を業とする事業者（例：レンタカー会社、貸室業務を行

う施設）に対する支払は、「使用料・賃借料」として計上すること。 

10,000円/日 

人件費​
（テーマ指定助成のみ） 

雇用契約等に基づき、団体で雇用しているスタッフへ支払う給与（申請事業へ

の従事時間に限る。）​
【報告時】「人件費内訳書」 を添付すること 

1,075円/時​
（8,600円/日） 

助成対象事業費の

20％を上限とする 
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項　目 詳細 留意事項 上限金額 

役務費 

通信費 

申請事業の実施にあたり、新たに電話回線を契約する、ホームページを開設

する等、申請事業の実施に直接必要な経費に限る※ 

※​ 団体の維持運営に必要な経費と明確に区別できない場合は助成対象外

とする 

－  

運搬費 【報告時】　「事業実施日・用務が分かる書類（任意様式）」を添付すること  － 

広告料 

申請事業の実施にあたり、新たにSNSの有料サービスを契約する、ポスター・

チラシ等の配布を行う等、申請事業の実施に直接必要な経費に限る※ 

※​ 団体の維持運営に必要な経費と明確に区別できない場合は助成対象外

とする 

 － 

手数料 口座振込手数料等  － 

委託費 

委託業務の内容・範囲、委託先の選定及び金額等が適当であること※１。支払

先は、当該業務を業とする事業者に限る※２・※３ 

※​ １　ポスター・チラシのデザイン業務等について、日付や色合いの変更の

み等、軽微な修正である場合は助成対象外となる場合がある。 

※​ ２　団体の構成員等への支払いは、委託費ではなく「ボランティア謝礼」と

する。 

※​ ３　「業とする」とは、不特定多数を対象として、当該業務を反復継続的な

サービスとして提供し、それにより対価を得ている状態（単発の協力や、

特定の組織内のみでの限定的な取引は含まない。）であって、法人の場

合は定款等、個人事業主の場合は開業届等において、当該業務が事業

目的と整合していることを指す。 

【申請時】　「理由書」「見積書」を添付すること。また、支払先の事業者に団体

の構成員が所属している場合は、その事業者に業務を委託する理由を「理由

書」に明記すること 

【報告時】　「領収書」「費用内訳のわかる資料」を添付すること 

 － 

保険料 
【報告時】　保険内容（保険の種類、保険期間、被保険者等）が確認できる「証

書」「申込書」等を添付すること 
 － 

使用料 

・ 

賃借料 

会場使用料 

・ 

車両等の 

賃借料 

会場使用料、付帯設備使用料、会場設営費、車両等の賃借料 

支払先は、レンタル・リース業を業とする事業者（例：レンタカー会社、貸室業務

を行う施設）に限る※１・※２ 

※​ １　団体の構成員等への支払いは「借用謝礼」とする。 

※​ ２　「業とする」とは、不特定多数を対象として、当該業務を反復継続的な

サービスとして提供し、それにより対価を得ている状態（単発の協力や、

特定の組織内のみでの限定的な取引は含まない。）であって、法人の場

合は定款等、個人事業主の場合は開業届等において、当該業務が事業

目的と整合していることを指す。 

【申請時】　料金表や金額等がホームページ等で公開されていない場合は、根

拠資料を添付すること（金額等が公開されている場合であっても、事務局が必

要と認める場合は根拠資料の提出を求める場合がある）。 

【報告時】　「領収書」「費用内訳のわかる資料」を添付すること 

－ 

家賃 

申請事業の実施にあたり、新たに建物・部屋を借りる等、申請事業の実施に直

接必要な経費に限る※ 

※​ 団体の事務所と申請事業実施に直接必要な建物・部屋が区別できず、

事業実施に必要な面積・期間等により全体の家賃と切り分けられない場

合は助成対象外とする 

－ 

駐車場代 
【報告時】　「領収書」「事業実施日・使用者・目的がわかる書類」を添付するこ

と 
－ 
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項　目 詳細 留意事項 上限金額    

備品費 

・ 

消耗品費 

備品費 

全般 

備品とは、単価が１万円以上（税込み）で、その性質や形態を変えることなく、

おおよそ１年以上の耐用年数をもつものをいう。 

団体の経常的な活動にも活用できる汎用性の高い物品（パソコン、プロジェ

クター等）については、レンタルを原則とする。ただし、購入がレンタルよりも

経済的である等、購入が真に必要と認められる場合は助成対象とする。 

【申請時】　「理由書」を添付すること。単価が５万円以上（税込）の場合は、

「理由書」と「見積書」を添付すること 

（テーマ指定助成） 

助成対象事業費の

20％を上限とする 

消耗品費 金券の購入（報償費として支給する場合を含む） 
左記は全て 

全額助成対象外 

飲食

費 

飲食費 

全般 

飲食費全般（飲食のために購入する備品・消耗品費（コップ、皿、箸等の食器

や調理器具等）、調理機器の賃借料等を含む。一部事業に関する食材費及

び熱中症対策のための飲食費は除く。） 

（例）団体内部等における経常的な飲食費、講師への茶菓子、参加者への景

品としての食品 

左記は全て 

全額助成対象外 

食材費 
事業の実施に不可欠な一部事業における食材費​
（例）食育、体験事業、子ども食堂、居場所支援事業等 

－ 

熱中症 

対策 

熱中症対策のための飲食費 

（例）経口補水液、スポーツドリンク、お茶、水、氷等 

－ 

 

印刷費 

チラシ・ポスター等のデザインと印刷を別に発注する場合、デザイン費は役務

費（委託費）または報償費（ボランティア謝礼）、印刷費は消耗品費に計上する

こと 

－ 

旅費 

交

通

費 

原則 
公共交通機関を利用して最も経済的・効率的な区間の実費相当額  

【報告時】「旅費内訳書※」を添付すること 
－ 

IC 

カード 

ＩＣカード等にチャージして公共交通機関を利用する場合、最も経済的・効率

的な区間の実費相当額を対象とする 

【報告時】　「チャージに係る領収書」「旅費内訳書※」を添付すること 

－ 

タクシー等 
タクシー代、レンタカー代、高速道路代は、事業の実施に不可欠な場合のみ 

【報告時】　「領収書」「旅費内訳書※」を添付すること 
－ 

ガソリン代 
【報告時】　「領収書」「旅費内訳書※」「地図アプリ（Googleマップ等）の写し

など距離を確認できる資料」を添付すること  
22円/km 

高速道路 

料金 

事業の実施にあたり、真に必要と認められる場合に限る※ 

（例）高速道路を利用することで前泊を伴わずに済むなど経済的に優位性が

ある場合、申請事業の実施当日に時間的な制約からやむを得ず利用する場

合等 

会場の下見や打合せは助成対象外とする 

－ 

航空 

運賃 

【報告時】「領収書」「事業実施日・搭乗者・料金・目的・必要性がわかる書類

（任意様式） 」を添付すること 
－ 

特別 

料金 
グリーン料金、ビジネスクラス料金等 

左記は全て 

全額助成対象外 

宿泊費 

事業の実施にあたり、真に必要と認められる場合に限る 

（例）申請事業の開始時刻が早い場合や終了時刻が遅い場合等、交通機関

の事情等により宿泊が不可欠な場合等 

【申請時】 宿泊を要する理由を申請書に記載すること 

【報告時】「領収書」「事業実施日・宿泊者・料金・目的・必要性がわかる書類

（任意様式） 」を添付すること 

13,000円/泊 

 

上限金額超過分は 

助成対象外 

食事等に係る料金（パック料金の場合は相当額） 
左記は全て 

全額助成対象外 
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05. 助成金の交付申請 

1　スケジュール 

(1) 団体指定助成 

●​ 団体指定寄付があった場合は、寄付額に応じて「団体指定助成」を申請できます。 

●​ 団体指定寄付があった場合には、団体に速やかにお知らせします。事業を計画し、「団体指定助

成」を申請してください。 

●​ 事業を開始する月の２～３か月前の１日までに、下記⑵の事業申請に必要な書類をご提出くだ

さい。 

 

　　　団体指定助成のスケジュール 

事業開始月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

書類提出期限 2月1日 4月1日 6月1日 8月1日 10月1日 12月1日 

審査月 3月 5月 7月 9月 11月 １月 

 

(2) スタートアップ助成・分野指定助成・テーマ指定助成 

●​ 年１～２回（前期・後期）募集を行います。 

●​ 募集については、登録団体にメールでお知らせするほか、市のホームページで公表します。助成

を希望する団体は募集期間内に、必要書類を提出してください。 

 

　　　募集のスケジュール 

項目 前期 後期 

募集期間（事業申請書の受付） １月上旬～２月上旬 ５月中旬～６月上旬 

公開プレゼンテーションの審査 ４月中旬 ７月下旬 

助成対象事業・助成金額の決定・通知 ４月下旬 ８月下旬 

助成金の交付 ５月以降 ９月以降 

※　上記の日程については、概ねの時期を掲載しているものです。詳しくは募集要項等でご確

認してください。 
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2　申請書類 

●​ 申請書類は以下のホームページからダウンロードできます。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/josei/index.html 

●​ 指定様式以外での申請は受付できません。 

 

●：必須、△：該当する場合のみ 

様式 助成申請の必要書類 

スタート

アップ 

助成 

分野 

指定 

助成 

テーマ 

指定 

助成 

Excel 

様式 

札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付申請書（様式

１） 
● ● ● 

事業計画書（様式２） ● ● ● 

収支計画書（様式３） ● ● ● 

構成員名簿 

（スタートアップ助成：５名以上） 

（分野指定助成・テーマ指定助成・団体指定助成：10名

以上） 

● ● ● 

団体概要書 

（スタートアップ助成のみ） 
● － － 

助成金決定前における対象経費届出書（様式３-特） 

（やむを得ず助成金の交付決定前に経費を支払う場合） 
△ △ △ 

備品購入に関する理由書 

（単価１万円以上（税込み）の備品を購入する場合） 
△ △ △ 

委託に関する理由書 

（委託をする場合） 
△ △ △ 

任意 

様式 

助成金振込口座の写し ● ● ● 

備品購入に関する見積書 

（単価5万円以上（税込み）の備品を購入する場合） 
△ △ △ 

委託に関する見積書 

（委託をする場合） 
△ △ △ 

Word 

様式 

札幌市まちづくり活動促進基金団体登録変更届 

（団体登録の内容に変更があった場合） 
－ △ △ 
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3　申請方法 

助成の種類 申請方法 内容 

スタートアップ助成 

分野指定助成 

団体指定助成 

スマート申請 

（オンライン申請） 

●​ 募集要項に記載のURLから、申請書を提出してく

ださい。 

団体指定助成 Eメール 
●​ メールに申請書を添付して提出してください。​

shimin-support@city.sapporo.jp 

 

 

4　助成金の交付 

(1) 交付方法の比較 

助成金の交付方法には、事業終了後に支払う「通常払」と、事業終了前に支払う「概算払」の2種類が

あります。どちらの方法を希望するか申請書に記載してください。 

区分 通常払（原則） 概算払（希望者のみ） 

支払時期 事業終了後 事業終了前 

こんな場合に 自己資金で立替えが可能な場合 事業実施に事前の資金が必要な場合 

入金の目安 「交付確定通知書」の送付から約1か月 「交付決定通知書」の送付から約1か月 

手続き 事業報告書の提出 → 金額確定 申請書（様式1）での事前の申出 

 

⚠️ 注意 

●​ 「概算払」を希望する場合は、助成金申請書（様式1）の提出時に、必ずその旨を記載して申し

出てください。 

●​ 申請書を提出した後に、交付方法（通常払 ⇔ 概算払）を変更することはできません。 

 

(2) 振込先口座と手続き 

●​ 助成金は、申請書に記載された団体名義の口座に振り込みます。 

●​ 具体的な手続きについては、交付決定通知書に同封する案内、または下記ホームページをご確認

ください。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/josei/jyosei-kettei.html 
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06.　審査 

1　助成審査についての考え方 

(1)​ 広く応募を募り、できるだけ多くの団体に助成が行き渡るようにしていきます。 

(2)​ 厳正な審査基準を設け、点数評価による公正な審査を行うことにより、助成団体数や助成金額を

決定します。 

(3)​ 寄付者の意思は、助成総額、助成申請件数及び助成金額等を勘案し、その範囲内において審査

の際に尊重されます。 

(4)​ 分野指定助成及びテーマ指定助成の場合、事業の申請を行った団体には、申請金額を減額した

助成をしても活動が可能かどうかの意思を、あらかじめ確認することがあります。 

 

 

2　審査機関 

「札幌市市民まちづくり活動促進条例」に基づき設置する付属機関で、「市民まちづくり活動促進テー

ブル」といいます。市民、事業者、市が率直に意見交換する円卓会議です。 

この促進テーブルは、学識経験者やまちづくり活動実践者など８名と公募委員２名の計10名の委員で

構成し、札幌市における市民まちづくり活動の促進に関する取組について、様々なご意見、ご提言をいた

だき、施策に役立てていくための場となります。 

 

市民まちづくり活動促進テーブル組織 

　  

名称 内容 

全体会議 ●​ 市民まちづくり活動の促進全般に関しての協議 

事業検討部会 
●​ 市民まちづくり活動促進基本計画の施策実施状況の検証 

●​ 市民まちづくり活動を促進するための方策等の提案 

審査部会 ●​ 「さぽーとほと基金」による助成の審査 

 

詳細や委員名簿については、以下のページでご確認いただけます。 

https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/jyourei/table/t01_top.html 

​
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3　審査方法 

助成の種類に応じて、審査方法が異なります。 

助成の種類 審査方法 内容 

団体指定助成 
書類選考 

（質疑応答あり） 

●​ 書類選考により、助成に適する事業かどうかを判

断します。委員から質問があった場合、回答いただ

きます。 

スタートアップ助成 
書類選考 

（質疑応答なし） 

●​ 提出書類の内容を総合的に判断したうえで、助成

事業と助成金額を決定します。 

分野 

指定 

助成 

申請額 

30万円以下 

申請額 

30万円超 
公開プレゼンテー

ション審査 

●​ 公開プレゼンテーションで事業内容を発表いただ

き、その発表及び提出書類の内容を総合的に判断

したうえで、助成事業と助成金額を決定します。 
テーマ指定助成 

 

 

4　審査基準 

次の６項目について、審査を行います。 

項目 説明 

市民ニーズ適合性 
市民の多様なニーズ（需要・要望）を捉え、それらに対応した内容となってい

る。 

効果性 
事業を行うことにより、不特定多数の利益やまちづくりに寄与するなど、公益

的な効果が見込める。 

実現可能性 
事業の実施体制などの面で自立性を確保しており、立案した予算の内容に無

理や無駄がなく、人的・資金的・物的・環境的な面で実現が可能である。 

全体の整合性 
事業目的を実現するための手段や方法等が適切であり、事業を構成する各

要素がお互いに合理的につながっている。 

先取性・先駆性 

地域、暮らし、社会に関する課題の解決に結びつく問題提起があるなど、時

代を先取りした新しい取組で、他の市民まちづくり活動団体の見本となる先

導的な内容である。 

発展性 

事業が将来に向けて持続していくか、事業の効果が広く地域に普及していく

ことが見込まれるとともに、今後、当該事業が事業対象の拡大や事業内容の

改善等を行いながら発展していく可能性がある。 
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5　採点・助成金配分方法 

(1) 採点方法 

全６項目×５点満点×審査委員５人＝１５０点満点 

評点 ５ ４ 3 ２ １ 

評価内容 優れている 
やや 

優れている 
認められる 

やや 

認められる 
認められない 

 

(2) 助成金配分方法 

助成の種類に応じて、以下のとおり配分します。 

助成の種類 内容 

団体指定助成 
●​ 評点の合計が75点以上の場合には、原則、団体指定寄付金額を上

限として、助成額を決定し助成を行います。 

スタートアップ助成 

・ 

分野指定助成 

（助成回数3回目まで） 

・ 

テーマ指定助成 

●​ 評点の合計が７５点以上の場合には、原則、助成対象事業とします。

ただし、７５点以上１２０点未満の場合、審査部会委員の協議により

助成額を減額又は助成対象事業から除外する場合があります。 

●​ 応募件数や助成枠等を勘案のうえ、点数が高い事業から優先的に

助成金を配分します。 

●​ なお、審査により、助成すべき水準を満たす事業がないと判断され

た分野・テーマについては、助成を行わない場合があります。 

分野指定助成 

（助成回数4回目以降） 

●​ 審査結果の評点が１２０点以上の場合、原則、助成対象事業とし、申

請額全額に助成します。ただし、120点以上の対象事業の合計が、

助成枠を超えた場合はこの限りではありません。 

●​ 助成回数は、令和７年度以降に交付決定した分野指定助成の回数

をいいます。（助成回数について、詳しくはP.8） 
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6　調査・促進テーブル委員の意見 

(1) 助成に当たっての調査 

助成決定の前後において、当該団体に対して、活動実態の調査や事業報告の内容を調査させてい

ただき、資料の提出を求めることがあります。 

 

(2) 促進テーブル委員による質問等 

審査を行ううえで、促進テーブル委員より事業内容に関する質問が出た場合には、事務局より当該

団体にメールや電話等で問い合わせを行いますので、回答をお願いいたします。回答いただけない場

合、助成金の交付決定ができない場合があります。 

 

(3) 促進テーブル委員による意見等 

助成対象事業について必要な助言を行うため、委員の意見を「札幌市市民まちづくり活動促進助成

金交付決定通知書」に付記して助成決定を行うことがあります。意見を付記された団体は、意見に対す

る回答が必要です。 

 

※​ 回答の様式はありません。Ｅメールの送信でも結構です。 

※​ 意見の内容が、事業を実施する中で対応を検討したものや今後の改善点に関するものであっ

た場合は、事業報告書の中でその内容を盛り込み、対応結果を明記してください。 
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07. 事業の実施・報告 

1　関係書類の管理・保存 

(1) 保存が必要な書類 

助成事業に関する領収書等は必ず保存し、紛失しないよう注意してください。 

●​ 領収書、レシート 

●​ 振込明細票、通帳の写し（銀行振込の場合） 

●​ 請求書、納品書（領収書や振込明細票だけでは取引の詳細がわからない場合） 

●​ 事業の経理を明らかにした書類・帳簿 

⚠️ 領収書について 

●​ 領収書の記載に関しては、「さぽーとほっと基金　助成に関するよくある質問」も確認してくださ

い。 

●​ 領収書に不備があると、助成対象経費であっても、助成対象として認めることができませ

んので、事業開始前に必ず確認をお願いします。 

 

(2) 書類の整理と保存方法 

●​ 書類の整理： 支払日順に整理し、領収書貼付台紙に領収書全体が見えるよう貼付してください。 

※　領収書を折りたたんだり、重ねて貼ったりしないでください。 

※　サイズの大きい領収書は、貼付台紙に「領収書番号〇～△については別紙参照」と記載し、台

紙の後ろに番号順に並べて保存してください。 

●​ 保存期間： 事業終了年度の翌年度から5年間、大切に保管してください。 

●​ 引き継ぎ： 代表者の交代や団体が解散する場合も、書類や電子データの保管場所を明確にし、

必ず引き継いでください。 

 

 

2　助成事業であることの明示 

●​ 助成事業を実施する場合、その事業において作成・配布するチラシ、パンフレット、ポスター、事業

報告書などで、さぽーとほっと基金の助成事業であることを必ず明示してください。 

●​ 以下のホームページから、公式キャラクターキャッピーのイラストが入ったロゴマークもダウンロー

ド可能です。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/josei/jyosei-kettei.html 
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3　助成事業の変更 

●​ 助成金の交付決定を受けた団体が、やむを得ない理由により、事業内容の変更、事業の中止又

は廃止、助成事業が予定期間内に完了しないことなどが見込まれる場合、あらかじめ札幌市に

申請して承認を受ける必要があります。 

●​ これらのことが予想されるときは、できるだけ速やかに担当課に相談のうえ、「札幌市市民まちづ

くり活動促進助成金交付変更等申請書」を提出してください。 

●​ なお、変更申請があった場合、助成金の全部又は一部を返還していただく場合があります。 

 

 

4　事業報告書の提出 

●​ 事業終了後、１か月以内（又は助成を受けた年度の３月３１日のいずれか早い日まで）に次の書

類を提出してください。提出期限を超過する場合、助成金の交付決定を取り消す場合がありま

す。 

●​ 事業報告書等の作成に当たっては、「さぽーとほっと基金のよくある質問」もご覧ください。 

●​ 助成対象事業費については、領収書（写し）の添付が必要です。領収書（原本）では受付できませ

んのでご注意ください。 

●：必須、△：該当する場合のみ 

提出 

方法 
様式 事業実績報告の必要書類 

スタート

アップ 

助成 

分野 

指定 

助成 

テーマ 

指定 

助成 

メール

提出 

Excel 

様式 

札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業実績報

告書（様式８） 
● ● ● 

事業報告書（様式９） ● ● ● 

収支決算書（様式１０） ● ● ● 

収支明細書（様式１１） ● ● ● 

旅費内訳書 

（旅費を支出した場合） 
△ △ △ 

人件費内訳書 

（テーマ指定助成のみ：人件費を支出した場合） 
－ － △ 

郵送・ 

メール 

提出 

任意 

様式 

領収書の写し 

（領収書添付台紙に貼り付け、コピーを提出するこ

と） 

● ● ● 

その他事業実施内容が分かる書類（チラシ等） △ △ △ 

 

⚠️ 注意 

●​ 助成事業に係る収支は、すべて収支明細書に記載し、適正な会計処理を行ってください。 

●​ 事業終了後、事業の実施状況及び経理状況について、団体の事務所等において実地調査を実

施する場合があります。 
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5　助成金の減額 

事業実施の結果、支出した助成対象経費が交付決定通知書の助成対象事業費の金額を下回った場

合や、事業に係る収入が計画以上にあった場合などには、精算時に助成金を減額し、助成金の全部又は

一部が返還の対象となりますので、ご注意ください。 

 

 

6　助成交付決定対象団体の公表 

交付決定助成対象団体については、団体名、助成金額及び助成事業をホームページ等で随時公表し

ます。 

 

 

7　年報への掲載 

年報には、交付決定団体のみなさまの活動内容や写真等を掲載しており、多くの市民・企業・団体の皆

さまからいただいたご寄付がどのように活用されているか広く知っていただくことで、みなさまの活動を支

援することを目的に作成しております。 

掲載内容の作業に関してご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。  
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08. 助成金を受ける心構え 

さぽーとほっと基金は、市民の皆様から札幌市に寄せられた寄付金を財源としています。 

札幌市の助成金の交付を受ける団体の皆様におかれましては、公的資金を使用しているものとして、

倫理を自覚し、透明性のある活動運営と適切な会計処理を行うことが重要です。 

不正な受給や使用等の行為は、市民まちづくり活動全体に対する信頼を損ねます。 

助成事業への市民の理解と信頼を確保するとともに、制度の維持・継続のために、下記の事項につい

て、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

1　交付要綱等の遵守 

助成金の交付を受けるにあたっては、必ず最新の「交付要綱」、「募集要項」、「よくある質問」等を確認

し、遵守してください。 

 🚫 交付対象外となる不適切な例 

✖​ 申請時に提出した計画から変更があったにもかかわらず、必要な変更申請をしない。 

✖​ 申請時に提出した計画にない備品等を購入し、事業報告の際に当該経費を計上している。 

✖​ 事業報告書等、必要書類を提出期限までに提出しない。 

 

 

2　適正な会計処理の徹底 

●​ 会計処理は、日々、適切に行ってください。 

●​ 支出状況の明瞭化を図ってください。例えば、支払いをできるだけ銀行振込みとすることで、明確

化を図ることができます。（例：謝金や個人に支払う旅費など） 

●​ 会計処理は、担当者以外に複数人でチェックできる体制を整えて行ってください。 

●​ 経理担当者とは別に監査担当者を設けるなど、会計処理の監査体制を明確にしてください。 

 🚫 不正な会計処理等の例 

以下のような不正受給は、書類の偽造により公金を詐取しようとする詐欺罪（刑法第246条）にあ

たります。 

✖​ 水増し又は架空の領収書を作成している。 

✖​ 他の団体や会社の印を偽造し、領収書を作成している。 

✖​ 金額欄が空欄の領収書を受け取り、団体が金額を書き込んでいる。 

✖​ 団体による領収書の但し書きへの加筆を行っている。 
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3　不正受給・虚偽申告等への措置 

虚偽の申請や報告による助成金の不正受給、申請書・事業実績報告書への虚偽の記載は絶対に許さ

れない行為です。以下のような不正があった場合は、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を求

めます。その際、当該年度のみならず過去に遡って調査を行い、不正が認められれば同様に遡及して取

消・返還の対象となります。また、団体登録の抹消や、刑事告発を行う場合もあります。 

(1)​　不正な手段または違法な行為により、助成を受けたとき 

(2)​　助成目的以外の経費に流用したとき 

(3)​　団体登録が抹消されたとき 

(4)​　その他、札幌市が定める要綱等に違反したとき​
　　（例）　・ 札幌市の他の助成を受けていたことが判明したとき​
　　　　　　・ 事業実績報告書を期限までに提出しないとき​
 

 

4　助成事業の調査 

●​ 札幌市では、助成事業の実施状況や経理状況及び当該事業の関係書類等について、必要に応じ

て報告書等内容が明示されている書類や電子データ等の提出を求めるとともに、職員を事務所

等に派遣する実地調査を行っております。 

●​ 調査の結果、虚偽の報告が発覚する、領収書等の確認が取れない等の場合、助成金の返還を求

めることがあります。 

助成金の返還又は交付対象外となる事例 

●​ 対象経費の領収書不備等により、助成金の確定額が大幅減額となった。 

●​ 募集用チラシの大半が助成活動以外の活動であったことが発覚し、チラシの印刷費を計上でき

ない経費として取扱ったことにより、助成金の確定額が大幅減額となった。 

●​ 他からの助成金等を収入に計上しなかったことにより、助成金の確定額が減額となった。 
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09. 団体指定助成の交付決定を受けた時 

さぽーとほっと基金は、市民や事業者の皆さんが、市民のまちづくり活動を支えるという「まちづくりの

“札幌スタイル”」を実現する仕組みです。 

その原資は、皆様の活動に共感し、応援したいという市民や事業者の皆さんの寄付によって支えられ

ています。 

このため、寄付される方々の熱い思いを受け止めて、継続的な信頼関係を築いていくことが何よりも大

切です。 

寄付からまちづくり活動へ、そして、大きな成果が生まれ、活動に共感して再び寄付へという「まちづく

りの好循環」を確立するため、助成を受けた団体は、次の点について、留意をよろしくお願いいたします。 

 

 

1　助成を受けた方へのお願い 

■　感謝の気持ちを伝えましょう。 

ハガキ１枚でも結構です。今回、助成が決まったことの礼状を出しましょう（※礼状の送付先がわかる

場合のみ）。礼状には事業実施予定などをお知らせするパンフレットなどを添えて、お送りしましょう。 

■　活動を知ってもらい、見てもらいましょう。 

助成で行う事業が、もし、参加可能なイベントなどであれば、開催の案内（招待状）を出しましょう。助

成事業のチラシ、ポスターなどの作成時には、「協力　○○○○」などの表記を行い、作成したチラシな

どを送付することで感謝が伝わります。また、助成事業以外も、日頃の活動をお知らせすることで理解

が深まります。 

■　事業の確実な実施と結果の報告をしましょう。 

助成を受けた事業が終了したときは、すぐに、その結果の報告をお願いします。 

寄付金の助成でどのようなまちづくりの成果があったかを、しっかり伝えましょう。 

 

以上のような配慮により、支援者の皆様の理解がさらに広がるとともに、信頼関係構築につながりま

す。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

​感謝の気持ちを伝えましょう！　　　　　　　　 

​自分たちの活動を知ってもらいましょう！ 

​市民が市民を支える「まちづくりの“札幌スタイル”」を実現しましょう！ 
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■　様式集│団体登録 

様式１　登録申請書 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 

　　　　　　　　　　② 

　　　　　　　　　　③ 
 

 

　　　　　　　　④ 
 

 

　　　　　　　　⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　⑥ 
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番号 項目 記入要領 

① 登録申請日 ●​ 団体登録申請書を提出する日を記載してください。 

② 団体名 
●​ 省略せずに記載してください。（特定非営利活動法人の場合は、Ｎ

ＰＯ法人と略さないこと。） 

③ 
主たる事務所 

（本拠）の所在地 

●​ 団体の主たる事務所（本拠）の郵便番号、住所を記載してくださ

い。 

●​ 団体の主たる事務所（本拠）が代表者の自宅の場合は、代表者自

宅の住所を記載してください。 

●​ 本市から通知等を送付する際はこちらの住所宛に送付しますの

で、団体名宛で郵便物が届かない場合は、「～様方」と記載してく

ださい。 

④ 代表者役職・氏名 

●​ 代表者の役職と氏名を記載してください。 

●​ 代表者が、旧姓や活動名を使用している場合は、戸籍上の氏名を

併記してください。 

⑤ 

担当者の氏名、電話

番号、FAX番号、

メールアドレス 

●​ 担当者の氏名、ふりがなを記載してください。 

●​ 書類の確認・修正等があった場合、担当者に連絡します。日中に連

絡のつく電話番号、データの授受ができるメールアドレスを記載し

てください。 

⑥ 添付書類 
●​ 必要書類をご確認のうえ、添付した書類にチェックをつけてくださ

い。 
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様式２　団体概要書 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 

　　　　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　④ 

　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 

　　　　　　　　　　　　　　　⑥ 

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　⑦ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨ 

　　　　　　　 ⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪ 

　　　⑫ 

 

 

　　　　⑬ 

 

 

 

　　　⑭ 
 

 

 

 

　　　⑮ 
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【団体概要書について】 

●​ 団体概要書は、ご提出いただいた形で市ホームページ等で公開します。 

●​ 電話番号やメールアドレスなど、公開してよい内容かどうかご確認ください。 

 

番号 項目 記入要領 

① 提出日 ●​ 団体概要書を提出する日を記載してください。 

② 団体名 
●​ 団体名を記載してください。団体名は、「登録申請書（様式１）」の内

容と一致させてください。 

③ 活動風景 ●​ 活動の様子がわかる写真等を添付し、説明を記載してください。 

④ 代表者職名・氏名 

●​ 代表者の職名と氏名を記載してください。代表者職名・氏名は、

「登録申請書（様式１）」の内容と一致させてください。 

●​ 代表者が、旧姓や活動名を使用している場合は、旧姓や活動名を

記載してください。 

⑤ 団体所在区 ●​ 団体の主たる事務所（本拠）のある区を記載してください。 

⑥ 主な活動場所 ●​ 主に活動している場所を記載してください。 

⑦ 電話番号 ●​ 団体の電話番号を記載してください。 

⑧ メールアドレス ●​ 団体のメールアドレスを記載してください。 

⑨ ホームページ ●​ （団体のホームページがある場合）URLを記載してください。 

⑩ 設立年月 
●​ 「⑪活動開始年月」以降で、団体を設立した年月を記載してくださ

い。 

⑪ 活動開始年月 ●​ 活動を始めた年月を記載してください。 

⑫ 設立目的 
●​ 団体を設立した目的を記載してください。​

（例） 解決したい課題、活動のきっかけ、実現したいこと　等 

⑬ 活動内容 
●​ 日ごろ取り組んでいる主な活動内容、継続している活動の内容を

記載してください。 

⑭ 活動実績 

●​ これまでどのような活動を行ってきたか、実績を記載してください。 

●​ 数値実績など客観的でわかりやすい成果や、他の団体・行政との

連携の実績があれば記載してください。 

⑮ 活動分野 
●​ １９の活動分野のうち、該当する活動分野にチェックをつけてくださ

い。（複数選択可） 
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様式３　直近の事業報告書 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　① 
 

　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 
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番号 項目 記入要領 

① 事業実施期間 

●​ 直近に終了した1事業年度の期間（開始月〜終了月）を記載してく

ださい 

●​ 「様式４　直近の収支計画書」の事業期間と一致させてください。 

② 年月 ●​ 活動（事業）を行った年月を記載してください。 

③ 活動（事業）内容 ●​ 団体の活動（事業）内容を具体的に記載してください。 
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様式４　直近の収支決算書 

 

　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 

 

 

　　　　　③　　　　　　④　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



 

【収支決算書について】 

●​ 枠の大きさや行（段）数は、記載内容に合わせて適宜調整してください。 

●​ 費用区分に指定はありませんが、第三者が把握しやすい項目名での記載をお願いします。 

 

番号 項目 記入要領 

① 事業期間 
●​ 直近に終了した1事業年度の期間（開始月〜終了月）を記載してく

ださい。 

② 決算月 ●​ 決算月を記載してください。 

③ 項目 

●​ 収入、支出の項目を記載してください。 

●​ 費用区分に指定はありませんが、第三者が把握しやすい項目名で

の記載をお願いします。 

④ 金額 ●​ 項目ごとに収入、支出の合計金額を記載してください。 

⑤ 内訳 ●​ 収入、支出の内訳を記載してください。 
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様式５　団体登録変更届 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　② 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　③ 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　④ 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 
 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥ 

 

 

 

 

 

37 



 

番号 項目 記入要領 

① 提出日 ●​ 団体登録変更届を提出する日を記載してください。 

② 

郵便番号、住所、団

体名、代表者の職

名、氏名 

●​ 団体の郵便番号、住所、団体名、代表者の職名、氏名を記載してく

ださい。 

●​ 住所、代表者等に変更があった場合は、変更後の内容を記載して

ください。 

③ 
担当者名、電話番

号 

●​ 担当者の氏名、電話番号を記載してください。 

●​ 書類の確認・修正等があった場合、担当者に連絡します。日中に連

絡のつく電話番号を記載してください。 

④ 変更事項 ●​ 変更が生じた事項を簡潔に記載してください。 

⑤ 変更内容 ●​ 「④変更事項」について、具体的な変更内容を記載してください。 

⑥ 変更年月日 ●​ 変更が生じた年月日を記載してください。 

 

 

 

【団体概要書の更新】 

●​ 団体の名称、事務所の所在地、連絡先など、「団体概要書（様式２）」の内容に変更がある場合

は、新しい団体概要書を添付してください。 
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■　様式集│助成申請・変更 

様式１　助成金交付申請書 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 

 

 
 

 

 

 

　　　　　　　　　　②　 
 

 

　　　　　　　　　　③ 

 

 

　　　　　　　　　　④ 

 

　　　　　　　　　　⑤ 

　　　　　　　　　　⑥ 

　　　　　　　　　  ⑦ 
 

 

 

　　　　　　　　　　⑧ 
 

 

 

　　　　　　　　　　⑨ 
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番号 項目 記入要領 

① 申請日 ●​ 申請書を提出する日を記載してください。 

② 

団体名、代表者職

名・氏名、郵便番

号、住所 

●​ さぽーとほっと基金登録団体は、登録内容を記載してください。登

録内容に変更があった場合、「札幌市市民まちづくり活動促進基金

団体登録変更届（様式５）」を申請書と一緒に提出してください。 

●​ 団体名：省略しないで記載してください（特定非営利活動法人をＮ

ＰＯ法人と略さないこと）。 

●​ 代表者職名・氏名：代表者の職名と氏名を記載してください。 

●​ 郵便番号・住所：結果通知等はこの住所に発送します。 

③ 
担当者名、電話番

号、メールアドレス 

●​ 書類の確認・修正等があった場合、担当者に連絡します。日中に連

絡のつく電話番号、データの授受ができるメールアドレスを記載し

てください。 

④ 助成の種類 

●​ 助成の種類：①スタートアップ助成、②分野指定助成、③テーマ指

定助成、④団体指定助成の中から１つを選択してください。 

●​ 上記で選択した分野以外への申請（分野指定助成のみ）：応募状

況により、選択した分野以外で申請事業が該当する別の分野に調

整し審査を行う場合があります。選択した分野以外の分野で助成

を受けることに同意するかどうかを選択してください。「同意する」

場合、別の分野で助成を受けられる可能性が高まります。 

⑤ 事業名 ●​ ５0文字以内で記載してください。 

⑥ 助成金申請額 
●​ 「収支計画書（様式３）」の『さぽーとほっと基金助成金』の金額が自

動表示されます。この欄には入力できませんのでご注意ください。 

⑦ 概算額交付の申出 

●​ 概算払（事業終了前の助成金交付）を希望するかどうか選択してく

ださい。 

●​ 概算払を希望する場合は、理由を記載してください。 

⑧ 助成金申請状況 

●​ さぽーとほっと基金助成金は、札幌市の他の助成等と重複して

受けることはできません。 

●​ A、Bのいずれかを選択してください。​
A) 札幌市の他の助成等は受けません（申請予定はありません）​
B) 札幌市の他の助成等を申請中/申請予定です 

●​ 「B) 札幌市の他の助成等を申請中/申請予定です」を選択する場

合は、補助金名と担当部局を記載してください。また、他の補助金

の交付（不交付）が決定した場合は、速やかに事務局に報告をして

ください。報告がない場合、助成金の交付決定を取り消す場合が

あります。 

⑨ 振込先口座 

●​ 助成金の振込先口座を記載してください。 

●​ 申請書提出時に、通帳の名義人・預金種目・口座番号が分かる

ページの写しを添付してください。 
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様式２　事業計画書 

 

 

 

　　　　　　　　① 

　　　　　　　　② 

 

 
 

 

 

   ③ 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　④ 

 

 

 

　　　　　⑤ 

 

 

 

 

41 



 

【事業計画書記載のポイント】 

　事業計画書は、地域、社会的な課題やニーズにどのように対応していくかについて、読み手に伝

わるよう意識しながら、6W2Hで整理して記入しましょう。 

​ When （いつ） 日程と時間 

​ Where （どこで） 会場名、住所（あまり知られていない会場はその場所を選んだ理由も記入） 

​ Who （誰が） 講師等の名前、所属（肩書き）、選定理由（事業に関係のある専門分野や技能、

経歴等） 

​ What （何を） 何をするのか（講演、ワークショップ、実習、野外活動等）。なるべく具体的に、

読み手がイメージしやすいように書く 

​ Whom （誰に向けて） 対象者、参加人数（定員）、周知・募集方法 

​ Why （なんの目的で） 事業の目的、事業を通じて目指すこと 

​ How （どのようにして） 目的を達成するために、この事業がどのように役立つか 

​ Ｈｏｗ much （いくらで） 参加費はいくらか、この事業を行うのにいくらかかるか → 収支計画書に記入 

 

 

番号 項目 記入要領 

① 事業名 
●​ 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付申請書（様式１）」の『事

業名』が自動入力されます。 

② 事業期間 

●​ 事業期間は、助成の種類や申請時期によって異なります。以下の

「各助成の対象期間」の範囲内で、実際の事業計画に合わせた期間

を記載してください。 

●​ 【各助成の対象期間（最長）】​
・ 分野指定指定、テーマ指定助成、スタートアップ助成​
　［前期］5月～１月末 ／ ［後期］9月～3月15日​
・ 団体指定助成​
　4月～3月 

●​ 事業期間外に支出された経費は、助成の対象となりません。事業に

関係する収入や支出が発生する期間を事業期間としてください。​
（例） ５月にチラシを印刷、 ８～９月に講演会を開催、１０月に関係者

に報償費を支払う場合​
事業期間を「令和●年５月～令和●年１０月」としてください。 

③ 事業内容 

●​ 日時、場所、対象者、参加人数、参加費：複数のイベント等を行う場

合は、各項目に番号を振り、どの事業の内容か分かるように明記し

てください。 

●​ 周知方法：「チラシ・ポスター等の印刷物」「ホームページ」「ＳＮＳ」「そ

の他」から周知方法を選択してください。さぽーとほっと基金によ

る助成助成事業であることを明記してください。 

●​ 詳細：事業の詳細を簡潔に記載してください。 

④ 事業の目的 
●​ どのような市民のニーズ（需要・要望）に対応する事業であるかを記

載してください。（1５0文字程度） 

⑤ 事業の効果 
●​ 事業の実施によりどのような効果があるか、多くの市民に効果が及

ぶものかについて記載してください。（2５0文字程度） 
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番号 項目 記入要領 

⑥ 

交付申請額よりも減

額された場合の対

応 

（分野指定助成、テーマ指定助成、スタートアップ助成のみ） 

●​ A～Cから選択をしてください。​
A）事業を実施しません（減額される場合は、不交付決定となっても

構いません）​
B）下記の金額以上の助成金があれば、計画内容を変更せずに事

業を実施します。​
C）自己資金等により、計画内容を変更せずに事業を実施します。 

●​ Bを選択する場合​
「計画内容を変更せずに事業を実施できる金額」を記載してくださ

い。 

⑦ 

これまでにさぽーと

ほっと基金助成金の

交付を受けた回数 

●​ 「０回」「１回」「２回」「３回以上」のなかから、これまでにさぽーとほっ

と基金助成金の交付を受けた回数を選択してください。 

●​ すべての助成の種類「スタートアップ助成」「分野指定助成」「テー

マ指定助成」「団体指定助成」が対象です。 

⑧ 助成実績① 

●​ これまでにさぽーとほっと基金助成金の交付を受けたことがある場

合、直近の事業について記載してください。 

●​ 事業名：助成金の交付を受けた事業の事業名を記載してください。

「札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付確定通知書」の『助成

事業名』を参照するなどして、正確な事業名を記載してください。 

●​ 助成年度：助成金の交付を受けた年度を記載してください。 

●​ 助成金額：「札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付確定通知

書」の『助成総額（確定）』の金額を記載してください。 

●​ 事業の概要（150文字程度）：助成金の交付を受けて実施した事業

について、どのような事業であったかを簡潔に記載してください。 

●​ 過去事業の振り返り（150文字程度）：過去の助成事業を振り返り、

事業の良かったところ、悪かったところなどを記載してください。 

●​ レベルアップした点又は相違点（150文字程度）：過去事業の振り

返りを踏まえて、申請事業との違い（レベルアップした点、相違点な

ど）を記載してください。 

⑨ 助成実績② 

●​ これまでにさぽーとほっと基金助成金の交付を受けたことが２回以

上ある場合、直近の事業（２つ目）について記載してください。各項

目の内容は助成実績①を参照してください。 
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様式３　収支計画書 
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【収支計画書記載のポイント】 

●​ 申請事業に関する収支計画だけを記載する。 

​ 団体の他の事業や、団体の経常的な運営に関する内容は含まれないので記入しない 

​ 助成対象事業に関して、見込まれる収入・支出（経費）をすべて記入する 

●​ 事業計画書と整合のとれた収支計画にする。 

​ 事業計画書の内容と収支計画書の内訳が連動しているか（事業計画のイベントの回数

と収支計画書の会場使用回数など） 

​ 事業計画書の内容を実現するうえで、必要な経費であることが分かる項目構成や説明

になっているか 

●​ 具体的で説得力のある収支計画とする。 

​ 経費はできる限り具体的に記入する（単価、数量などを内訳に記入する。） 

​ 事業収入は無理なく可能な範囲を、具体的に見込む 

​ もっと安価な方法で、同様の成果をあげることができないか検討する 

 

番号 項目 記入要領 

① 
さぽーとほっと基金

助成金 

●​ さぽーとほっと基金助成金の申請額を記載してください。 

●​ 申請額が助成上限額を超過している場合、表の欄外右側に「助成

申請額が助成上限額を超過しています」とメッセージが表示されま

す。メッセージが表示される場合、申請額を見直してください。 

② 収入（自己負担額） 

●​ 自己資金：会費、参加費、事業収益などの収入がある場合、記載し

てください。 

●​ 他の補助金・助成金：さぽーとほっと基金助成金以外の補助金・助

成金による収入がある場合、記載してください。 

●​ 寄附金・協賛金：寄附金、協賛金などの収入がある場合、記載して

ください。 

●​ その他：上記以外の収入がある場合、記載してください。 

③ 報償費 
●​ 講師・指導者、ボランティアへの謝礼、記念品など奨励的経費等の

支出がある場合、記載してください。 

④ 役務費 

●​ 通信費（切手代等）、運搬費、広告料、手数料、委託費、保険料等の

支出がある場合、記載してください。 

●​ 委託費を支払う場合、「委託に関する理由書」と「見積書」の提出

が必要です。 

●​ 見積書の明細が「一式」となっている場合は、詳細な内容がわかる

内訳書も提出してください。 

⑤ 使用料・賃借料 
●​ 会場使用料（付帯設備使用料を含む）、会場設営費、車両等の賃

借料等の支出がある場合、記載してください。 

 

【助成金の交付決定前にやむを得ず支払われた経費がある場合（P11）】 

●​ 「助成金決定前における対象経費届出書（様式３－特）」の提出が必要です。​
「助成金決定前における対象経費届出書（様式３－特）」に記載した経費は、「収支予算書（様式

３）」にも必ず記載してください。 
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番号 項目 記入要領 

⑥ 備品費 

●​ 備品費（単価１万円以上で、その性質や形態を変えることなく、おお

むね1年以上の耐用年数をもつもの）の支出がある場合、記載して

ください。 

●​ 単価1万円以上（税込み）の備品を購入する場合、「備品購入に関

する理由書」の提出が必要です。 

●​ 単価5万円以上（税込み）の備品を購入する場合、「備品購入に関

する理由書」と「見積書」の提出が必要です。 

●​ 助成上限額（テーマ指定助成のみ）： 

●​ テーマ指定助成における備品費は、助成対象事業費の２０パーセン

トに相当する金額を助成の上限とします。上限額を超過した場合、

超過分は自己負担となります。 

⑦ 消耗品費 

●​ 材料費、印刷費（チラシ・ポスター等の印刷費）、事業の実施に不可

欠な一部事業※における食材費がある場合、記載してください。​
※ 食育、体験事業、子ども食堂、居場所支援事業等 

⑧ 旅費 
●​ 交通費（航空運賃、鉄道運賃等）、宿泊費等の支出がある場合、記

載してください。 

⑨ 
人件費（テーマ指定

助成のみ） 

●​ 団体が雇用しているスタッフへ支払う給与（申請事業に従事したこ

とが証明できる期間に限る）の支出がある場合、記載してください。 

●​ テーマ指定助成における人件費は、助成対象事業費の２０パーセン

トに相当する金額を助成の上限とします。上限額を超過した場合、

超過分は自己負担となります。 

●​ スタートアップ助成、分野指定助成、団体指定助成では、人件費は

助成対象外経費となりますのでご注意ください。 

⑩ その他 
●​ ③～⑨以外で助成の対象となる経費の支出がある場合、記載して

ください。 

⑪ 助成対象外経費 
●​ 申請事業について「04-6 助成対象外経費（P12）」の支出がある

場合、記載してください。 
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様式３-特　助成金決定前における対象経費届出書 
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【助成金の交付決定前にやむを得ず支払われた経費がある場合】（P11） 

●​ 「助成金決定前における対象経費届出書（様式３－特）」の提出が必要です。 

●​ 「助成金決定前における対象経費届出書（様式３－特）」に記載した経費は、「収支計画書（様式

３）」にも必ず記載してください。どちらか一方にしか記載されていない経費は、助成対象外とな

りますのでご注意ください。 

●​ 領収書（写し）を添付してください。なお、申請日時点で支払いが完了せず、申請日以降、交付

決定日前に支払う経費については「見積書」を添付してください。 

 

番号 項目 記入要領 

① 団体情報 
●​ 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付申請書（様式１）」に入

力した『団体名』『代表者職名・氏名』が自動表示されます。 

② 事業名 
●​ 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付申請書（様式１）」に入

力した『事業名』が自動表示されます。 

③ 

講師等に対する費

用弁償（報償費、旅

費） 

●​ やむを得ず交付決定前に支払われた講師等に対する費用弁償（報

償費、旅費）がある場合、『項目』を選択し、『摘要』、『理由』、『金

額』を記載してください。 

④ 
ボランティア等の保

険料 

●​ やむを得ず交付決定前に支払われたボランティア等の保険料があ

る場合、『項目』を選択し、『摘要』、『理由』、『金額』を記載してくだ

さい。 

⑤ チラシ等の印刷費 
●​ やむを得ず交付決定前に支払われたチラシ等の印刷費がある場

合、『項目』を選択し、『摘要』、『理由』、『金額』を記載してください。 

⑥ 使用料及び借上料 
●​ やむを得ず交付決定前に支払われた使用料及び借上料がある場

合、『項目』を選択し、『摘要』、『理由』、『金額』を記載してください。 

⑦ その他の費用 

●​ 上記③～⑥以外にやむを得ず交付決定前に支払われた経費があ

る場合『項目』を選択し、『摘要』、『理由』、『金額』を記載してくださ

い。 

 

 

50 



構成員名簿 
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番号 項目 記入要領 

① 構成員の氏名 

●​ 団体の構成員の氏名を記載してください。 

●​ 旧姓や活動名を使用される方は、戸籍上の氏名を併記してくださ

い。 

●​ 分野指定助成、テーマ指定助成、団体指定助成の場合：10名以上

の構成員について記載してください。 

●​ スタートアップ助成：５名以上の構成員について記載してください。 

② 構成員の住所 ●​ 団体の構成員の住所を記載してください。 

③ 
10名以上の構成員

がいる場合 

●​ 団体の構成員が10名以上いる場合、他○人と人数を記載してくだ

さい。 

 

 

 

【団体概要書の確認（分野指定助成、テーマ指定助成、団体指定助成）】 

●​ 団体概要書は、審査時に参考資料として添付します。 

●​ 団体概要書の内容に変更がある場合は、「札幌市市民まちづくり活動促進基金団体登録変更

届（Word様式）」を申請書と一緒に提出してください。 

●​ すでに団体登録をしている団体は、現在の団体概要書をホームページから確認できます。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/tourokudantai/dantaiga

iyou.html 

●​ 様式は、下記ホームページからダウンロードできます。申請書様式の「団体概要書（スタート

アップ助成用）」とは様式が異なりますのでご注意ください。　　

https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/group/index.html 
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団体概要書　（スタートアップ助成用） 
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番号 項目 記入要領 

① 団体情報 

●​ 団体名（フリガナ）：団体名のフリガナを記載してください。 

●​ 団体名、代表者役職・氏名：「札幌市市民まちづくり活動促進助成

金申請書（様式１）」の団体情報欄の入力内容が自動表示されま

す。 

●​ 団体所在区：所在区を記載してください。 

●​ 主な活動場所：活動場所を記載してください。 

●​ 電話番号、メールアドレス：「札幌市市民まちづくり活動促進助成金

申請書（様式１）」の団体情報欄の入力内容が自動表示されます。 

●​ HPアドレス（HPがある場合）：団体のホームページがある場合、

ホームページのURＬを記載してください。 

② 活動開始年月等 

●​ 活動開始年月：活動を始めた年月を記載してください。 

●​ 設立年月：活動開始年月以降で、団体を設立した年月を記載して

ください。 

●​ 活動休止期間：新型コロナウイルス感染症の影響により活動をして

いなかった期間がある場合は、休止期間を記載してください。​
例）令和３年１０月～令和４年３月 

③ 
活動に参加している

人の数 

●​ 団体の構成員を含め、団体の活動に参加している人数を記載して

ください。 

④ 設立目的 ●​ 団体を設立した目的を記載してください。 

⑤ 活動内容 ●​ 団体の主な活動内容を記載してください。 

⑥ 活動実績 ●​ これまでどのような活動を行ってきたか、実績を記載してください。 
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備品購入に関する理由書 
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【備品を購入する場合】 

●​ 備品とは、「単価が１万円以上（税込み）で、その性質や形態を変えることなく、おおむね１年

以上の耐用年数をもつもの」をいいます。 

●​ 単価が１万円以上（税込み）の備品を購入する場合​
「理由書」を記載してください。 

●​ 単価が５万円以上（税込み）の備品を購入する場合​
「理由書」を記入し、「見積書」を添付してください。 

 

 

番号 項目 記入要領 

① 備品名 ●​ 備品名を記載してください。 

② 
見積額・見積書の添

付 

●​ 見積額：単価、数量、合計額を記載してください。​
例）＠15,000円×4個＝60,000円 

●​ 見積書の添付：単価が５万円以上（税込み）の場合、見積書の添付

を「有」とし、申請書と一緒に見積書を提出してください。 

③ 購入の目的 ●​ 備品をどのような活動で使用するのか記載してください。 

④ 使用頻度 
●​ 備品の使用頻度を記載してください。​

例）週１回、月２～３回 など 

⑤ 購入の理由 

●​ レンタル等によらず購入する理由を記載してください。 

●​ 継続事業の場合は、これまでどう対応していたのかについて、合わ

せて記載してください。 

⑥ その他 
●​ 保管場所等について記載してください。 

●​ 備品は耐用年数まで大切に使用してください。 
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委託に関する理由書 
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【委託をする場合】 

●​ 委託費を支払う場合、必ず「理由書」を記入し、「見積書」を添付してください。 

●​ 支払先が、当該業務を業とする事業者※以外の者（団体の構成員、専門外の法人等）の場合

は、「委託費」として計上することはできません。「ボランティア謝礼」として計上してくださ

い。 

※​ 「業とする」とは、不特定多数を対象として、当該業務を反復継続的なサービスとして提供

し、それにより対価を得ている状態（単発の協力や、特定の組織内のみでの限定的な取引は

含みません。）であって、法人の場合は定款等、個人事業主の場合は開業届等において、当該

業務が事業目的と整合していることを指します。 

 

 

 

番号 項目 記入要領 

① 委託業務内容 ●​ 委託する業務の内容を簡潔に記載してください。 

② 
見積額・見積書の添

付 

●​ 見積額：見積額（税込み）を記載してください。 

●​ 見積書の添付：見積書の添付が必要です。また、委託業務内容が

わかる資料も提出してください。 

③ 委託の目的 ●​ どのような業務を委託するのか、委託の目的を記載してください。 

④ 委託の理由 

●​ 団体自ら業務を行わず、業務を委託する理由を記載してください。 

●​ また、団体の構成員が所属する事業者に業務を委託する場合は、

その事業者に委託する理由を明記してください。 
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様式６　変更等申請書 
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番号 項目 記入要領 

① 申請日 ●​ 変更等申請書を提出する年月日を記載してください。 

② 

郵便番号、住所、団

体名、代表者の職

名、氏名 

●​ さぽーとほっと基金登録団体は、登録内容を記載してください。 

●​ 登録内容に変更があった場合、「札幌市市民まちづくり活動促進基

金団体登録変更届（様式５）」を申請書と一緒に提出してください。 

③ 
担当者名、電話番

号、メールアドレス 

●​ 書類の確認・修正等があった場合、担当者に連絡します。日中に連

絡のつく電話番号、データの授受ができるメールアドレスを記載し

てください。 

④ 助成事業名 ●​ 交付決定通知書から転記してください。 

⑤ 
変更内容及び変更

理由 

●​ 変更内容と変更理由を具体的に記載してください。 

●​ 他の添付書類で補足いただくことも可能です。 

⑥ 
助成金の交付変更

申請額 

（金額に変更がある場合のみ） 

●​ 事業の変更により、助成金の額に変更がある場合は、変更前後の

金額を記載してください。 

⑦ 関係書類 

（添付書類がある場合のみ） 

●​ 事業の変更により、事業計画書、収支計画書に変更が生じる場合

は、関係書類を添付してください。 
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番号 項目 記入要領 

⑦ 概算額交付の申出 

（金額に変更がある場合のみ） 

●​ 概算払（事業終了前の助成金交付）を希望するかどうか選択してく

ださい。 

●​ 概算払を希望する場合は、理由を記載してください。 

⑧ 振込先口座等 

（金額に変更がある場合のみ） 

●​ 助成金の振込先口座を記載してください。 

●​ 申請書提出時に、通帳の名義人・預金種目・口座番号が分かる

ページの写しを添付してください。 
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■　様式集│事業実績報告 

様式８　事業実績報告書 
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番号 項目 記入要領 

① 提出日 ●​ 報告書を提出する年月日を記載してください。 

② 交付決定日等 
●​ 交付決定通知書の右上に記載されている『交付決定日』『文書番

号』を転記してください。 

③ 

団体名、代表者職

名・氏名、郵便番

号、住所 

●​ さぽーとほっと基金登録団体は、登録内容を記載してください。登

録内容に変更があった場合、「札幌市市民まちづくり活動促進基金

団体登録変更届（様式５）」を報告書と一緒に提出してください。 

●​ 団体名：省略しないで記載してください（特定非営利活動法人をＮ

ＰＯ法人と略さないこと）。 

●​ 代表者職名・氏名：代表者の職名と氏名を記載してください。 

●​ 郵便番号・住所：結果通知等はこの住所に発送します。 

④ 
担当者名、電話番

号、メールアドレス 

●​ 書類の確認・修正等があった場合、担当者に連絡します。日中に連

絡のつく電話番号、データの授受ができるメールアドレスを記載し

てください。 

⑤ 助成内容 

●​ 助成の種類：交付決定通知書の内容を転記してください。「冠基

金」名が記載されている場合は、「冠基金」名を選択してください。 

●​ 事業名、助成対象事業費、助成金額（予定）：交付決定通知書の内

容を転記してください。 

●​ 備品費・人件費（テーマ指定助成のみ）：交付決定通知書の内容を

転記してください。 
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様式９　事業報告書 
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番号 項目 記入要領 

① 事業名 
●​ 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業実績報告書（様式8）」

の『事業名』が自動入力されます。 

② 事業期間 
●​ 申請時の「事業計画書（様式２）」の期間を転記してください。 

●​ 事業期間外に支出された経費は助成対象外です。 

- ③～⑩共通 

●​ ここから先は事業の「実績」を記載する欄です。記入欄が狭い場

合は、適宜枠を広げて調整してください。 

●​ 複数のイベント等を実施した場合は、各項目に番号を振り、どの

事業の内容か分かるように明記してください。 

③ 日時 ●​ 事業を実施した日時を記載してください。 

④ 場所 ●​ 事業を行った会場や場所を記載してください。 

⑤ 対象者 ●​ 事業の対象者を記載してください。 

⑥ 参加人数 

●​ 参加人数を記載してください。 

●​ 事業の内容に合わせて、属性別の内訳（一般、会員、スタッフ、子ど

も、保護者等）が分かるように記載してください。 

⑦ 参加費 

●​ 1人あたりの金額を記載してください（無料の場合は無料）。 

●​ 「単価×人数」の合計額が、「収支明細書（様式11）」の参加費の金

額と一致するように記載してください。 

●​ 区分（大人・子ども等）により金額が異なる場合は、それぞれの単価

がわかるように記載してください。 

⑧ 周知方法 
●​ 「チラシ・ポスター等の印刷物」「ホームページ」「SNS」「その他」か

ら実際に活用した周知方法を選択してください。 

⑨ 助成事業の明示 

●​ チラシやパンフレット等に「さぽーとほっと基金の助成事業」であ

る旨を記載したか確認してください。 

●​ 明示できなかった場合は、その理由を記載してください。 

⑩ 詳細 
●​ どのような事業を、誰に対して実施したのか、できるだけ具体的に

詳しく記載してください。 

 

【事業期間等に変更がある場合（P24）】 

●​ 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等申請書」の提出が必要です。​
助成金の交付決定を受けた団体が、やむを得ない理由により、事業内容の変更、事業の中止

又は廃止、助成事業が予定期間内に完了しないことなどが見込まれる場合、あらかじめ札幌市

に申請して承認を受ける必要があります。​
これらのことが予想されるときは、できるだけ速やかに担当課に相談のうえ、「札幌市市民まち

づくり活動促進助成金交付変更等申請書」を提出してください。 
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番号 項目 記入要領 

⑪ 事業の目的 ●​ 申請時の「事業計画書（様式２）」の目的を転記してください。 

- ⑫～⑮共通 

●​ ここから先は事業の「実績」を記載する欄です。記入欄が狭い

場合は、適宜枠を広げて調整してください。 

●​ 複数のイベント等を実施した場合は、各項目に番号を振り、ど

の事業の内容か分かるように明記してください。 

⑫ 事業の成果 

●​ 事業の実施により、当初の目的がどの程度達成されたかを具体

的に記載してください。 

●​ 市民にどのような良い影響があったか、アンケート結果などの客

観的なデータもあれば活用してください。 

⑬ 自己分析 
●​ 事業の実績を振り返り、計画通りに進んだ「良かった点」や、予想

外の苦労・反省点などの「課題」を率直に記載してください。 

⑭ 今後に向けて 

●​ 「⑬自己分析」を踏まえ、今後の活動をどう継続・発展させるか又

は、次回の実施に向けた具体的な改善策などを記載してくださ

い。 

⑮ 事業の様子 

●​ 活動の内容や成果が客観的に確認できる資料を添付してくださ

い。​
・ チラシ、ポスター、パンフレット、当日配布した資料等​
・ 事業の様子がわかる写真（複数枚を台紙に貼付可）​
・ SNSやHPの場合は、該当箇所のスクリーンショット 

●​ 「助成事業の明示」が確認できる箇所を必ず含めてください。 

 

 

68 



様式１０　収支決算書 
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番号 項目 記入要領 

① 予算額 ●​ 申請時の「収支計画書（様式３）」の予算額を転記してください。 

② 決算額 
●​ 収支内訳書（様式11）のシートに入力してください。 

●​ 合計額が自動で計算されます。 

③ 予・決の差 ●​ 「予算額」から「決算額」を差し引いた金額が自動で計算されます。 

④ 備考 

●​ 予算額と決算額に大きな差がある場合、その理由を記載してくださ

い。具体的には、以下のような場合に入力が必要です。​
・ 予算額と決算額の差が３割以上生じた場合​
・ 収支計画書にない新たな収支が発生した場合​
・ 収支計画書に記載していた収支を取りやめた場合​
・ その他、経費について説明が必要な場合 
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様式１１　収支明細書 
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番号 項目 記入要領 

- ①～⑧共通 

●​ 領収書等は日付順に並べ、台紙に全体が見えるように貼り付けて

保管してください。 

●​ A4サイズの領収書は貼らずに台紙の後ろに並べてください。 

●​ 収支明細書の入力順は、領収書の番号（日付順）と一致させてくだ

さい。 

① 領収書番号 
●​ 日付順に整理した領収書等の左上に番号を振り、その番号を記載

してください。 

② 日付 

●​ 支出：領収書の領収日（口座振込の場合は振込日）を記載してくだ

さい。 

●​ 収入：実際に入金された日を記入してください。 

③ 項目 

●​ 右側の▼をクリックし、リストから該当する項目を選択してくださ

い。 

●​ 直接入力はできません。必ずリストの中から選択してください。 

収入 支出 

●​ (収入)さぽーとほっと基

金 

●​ (収入)自己資金 

●​ (収入)他の補助金・助成

金 

●​ (収入)寄附金・協賛金 

 

 

●​ 報償費 

●​ 役務費 

●​ 使用料・賃借料 

●​ 備品費 

●​ 消耗品費 

●​ 旅費 

●​ その他 

●​ 人件費 

●​ 助成対象外 

 

④ 適用 

●​ 収入・支出の具体的な内容を記載してください。​
（例）〇〇講演会 講師謝金、○月○日イベントのチラシ印刷代、

○○大会の会場代 など 

⑤ 支払元・支払先 ●​ 相手方の名称（店名、会社名、個人名など）を記載してください。 

⑥ 収入 ●​ 収入の金額を記載してください。 

⑦ 支出 

●​ 支出の金額を記載してください。 

●​ 領収書等の金額と一致させてください。 

●​ 他事業と一括で支払った等の理由で金額が異なる場合は、必ず備

考欄に内訳を記載してください。 

⑧ 備考 
●​ 収支に関する補足事項や、上記⑦のような金額の差異の理由を記

載してください 
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旅費内訳書 

 ①　 ②　　　③　　　　　　　　 ④　　　　　　　⑤　　 ⑥　　　⑦　　　　⑧　　　　 ⑨　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 



 

 

番号 項目 記入要領 

① 領収書番号 
●​ 対応する「収支明細書（様式11）」の領収書番号を転記してくださ

い。 

② 日付 ●​ 実際に交通機関を利用した日を記載してください。 

③ 交通手段 

●​ 利用した交通手段を記載してください。 

●​ ・ 単独：地下鉄、ＪＲ、バス、市電、ガソリン代、タクシー​
・ 乗継：地下鉄＋バス​
・ 定額：定額（※交通手段に関わらず固定額を支給する場合） 

④ 経路 
●​ 公共交通機関：乗車駅～（経由駅）～降車駅 

●​ ガソリン代・タクシー：出発地住所～（経由地住所）～目的地住所 

⑤ 
距離（ガソリン代の

み） 

●​ ガソリン代を支給した場合、走行距離を記載してください。 

●​ １kmあたりの金額は22円が上限です。 

●​ Googleマップなど距離を確認できる書類を添付してください。 

⑥ 金額 
●​ 交通費の金額を記載してください。 

●​ ガソリン代は、距離×単価（22円/km)で計算してください。 

⑦ 使用者氏名 ●​ 交通機関等を使用した者の氏名を記載してください。 

⑧ 目的・理由 

●​ 右側の▼をクリックし、リストから該当する項目を選択してくださ

い。 

●​ 直接入力はできません。必ずリストの中から選択してください。 

●​ タクシーを利用する場合は、「荷物運搬等※」「公共交通機関の利

用が困難※」「時間的制約※」のいずれかを選択してください。 

⑨ 備考 ●​ 往復・片道の別など、補足事項があれば記載してください。 
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交通費（旅費）を支出した場合に提出してください 



人件費内訳書（テーマ指定助成用） 
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（テーマ指定助成のみ） 

●​ 人件費とは、雇用契約等に基づき、団体で雇用しているスタッフへ支払う給与を指します。 

●​ 雇用関係にない外部講師やボランティアへの支払いは、「報償費（ボランティア謝礼）」とな

りますのでご注意ください。 

●​ 助成対象となるのは、「申請事業に従事した時間」分のみです。 

 

番号 項目 記入要領 

① 団体名 
●​ 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業実績報告書（様式8）」

の『事業名』が自動入力されます。 

② 氏名 

●​ 給与を支払うスタッフの氏名を記載してください。 

●​ 旧姓や活動名を使用している場合は、戸籍上の氏名と併記してく

ださい（振込口座名義等との照合のため）。 

③ 日付、勤務時間 

●​ 申請事業に従事した日付、開始・終了時刻、休憩時間を記載してく

ださい。 

●​ 事務局等の運営事務や、他事業の時間は含めないでください。 

④ 業務内容 
●​ 従事した際の具体的な業務内容を記載してください。​

（例）〇〇相談会の受付業務、○○イベント当日の現場運営 等 
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